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全ての県民の人権が尊重される千葉県の実現を目指して 

 

 県では、「千葉県人権施策基本指針」（以下「基本指針」という。）を策定し、

県政のあらゆる分野で人権尊重の視点に立った施策を推進してまいりました。 

また、あらゆる人々が差別を受けることなく、一人ひとりが様々な違いが 

ある個人として尊重され、誰もが参加し、その人らしく活躍することができる

社会づくりを目指し、「千葉県多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成の

推進に関する条例」を令和６年１月から施行し、取組を進めています。 

しかし、私たちの周りには、女性やこども、高齢者や障害のある人に対する 

差別や偏見、虐待などの人権問題が依然として存在しています。 

近年では、インターネットを通じた人権侵害や、新型コロナウイルス感染症

に関連した差別、性的マイノリティへの偏見、ハラスメントなど、新たな人権 

問題が発生・顕在化するとともに、人口減少やグローバル化の進展、技術の革新

など様々な社会環境の変化が同時かつ複合的に発生していることから、人権 

課題も多様化・複雑化してきています。 

このような人権をめぐる様々な状況の変化や課題を踏まえ、基本指針を改定

いたしました。今後とも、全ての県民の人権が尊重される千葉県の実現を 

目指して、人権施策を推進してまいります。 

結びに、基本指針の改定に当たり、御意見をいただきました「千葉県人権 

施策基本指針検討会議」の委員の皆様をはじめ、改定に御協力いただきました 

皆様に、心から感謝申し上げます。 

  

令和７年１１月 

 

                  千葉県知事 熊谷 俊人 
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～人権とは～ 

「人権」とは、誰もが生まれながらにして持っている、自分らしく、そして  

幸せに生活する基本的な権利です。 

人権について知ることは、自分以外の人々の人権を尊重することにつながり

ます。 

人権についての正しい知識があれば、相手の立場や考え方を理解しやすく 

なり、不用意に相手を傷つけることはなくなります。 

また、自分自身の権利や、自分の周りの人々の権利も守ることができます。 

一方、人権について十分な知識がないと、知らないうちに相手を傷つけたり、  

自分や周りの人が人権を侵害されても気づかなかったり、という事態が生じ

かねません。 

  


